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所
謂
投
開
市
場
取
引
に
就
し、

て

島

本

高虫

第

公
開
市
場
取
引
の
一
怠
義

国
公
開
市
場
令
官

C
E
H
r色
)
ピ
は
戒
目
的
物
の
獲
得
の
競
争
点
柏
穴
ZV
仁
何
等
資
祐
上
の
制
限
な
き
市
場
を
言

ふ
、
政
仁
中
央
銀
行
山
一
公
開
市
場
取
引
令
官
ロ
巴
里
町
2
8
m
H
E
M
S
)
己
は
語
義
よ
b
之
予
言
へ
ば
、
中
央
銀
行

が
そ
の
相
手
を
特
定
範
囲
の
も
の
に
限
定
せ
守
康
〈
一
般
銀
行
曾
枇
伺
人
等
ピ
の
問
に
行
ふ
所
の
取
引
の
凡
で
を

指
す
も

ω
ご
言
ふ
べ
主
で
あ
る
。
而
し
て
此
語
が
始
め
て
注

H
さ
る
べ
き
方
法
に
於
て
使
用
き
れ
た
の
は
聯
邦
準

備
訟
に
於

τhvあ
る
が
、
同
制
度
に
於

τは
聯
邦
準
備
銀
行
は
そ
の
加
蹴
銀
行
の
準
備
銀
行
た
る
を
原
則
芭
せ
ら

れ
、
割
引
の
如
き
最
も
重
要
な
取
引
は
加
開
銀
行
ご
の
聞
に
の
み
行
は
る
べ
き
も
の
ご

L
、
只
特
に
若
干
の
取
引

に
限
hJ
庇
腕
〈
加
盟
銀
行
以
外
の
銀
行
曾
枇
個
人
等
£
も
取
引
ト
得
る
事
己
仁
た
か
ら
、
之
を
特
に
会
開
市
場
取
引

Z
郁
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
郎
も
割
引
取
引
の
相
手
が
加
胞
銀
行
に
限
定
き
れ

τゐ
る
の
に
濁
し
て
、
日
公
開

市
場
取
引
に
あ
っ
て
は
そ
の
相
手
は
即
ち
会
開
市
場
で
あ
っ
て
、
加
盟
銀
行
は
勿
論
‘
あ
ら
ゆ
る
範
囲
に
及
び
得

る
も
の
ご
吉
れ
た
の
で
め
る
。
此
の
鮎
を
指
し
て
此
蕗
に
は
侭
b
に
一
公
開
市
場
取
引
の
会
開
性
ご
総
す
る
事
ご
す

る。

官官

第
六
腕

λ 
宜

苑

第
一
一
十
九
巻

λ
七
三

所
説
公
開
市
場
取
引
に
就
い
て

Readings in Wright Encyclopedia of banking and fmance， p. 442 

money， credit and banlung principle， p. :331>' 



i誼

所
調
公
開
市
場
取
引
に
就
い
て

八
六

苑

第
二
十
九
巻

λ
七
四

第
六
雄

然
し
な
が
ら
此
の
夜
開
性
の
み
を
以
て
は
、
所
調
会
開
市
場
取
引
を
し
て
今
日
の
如
〈
人
々
の
注
意
を
惹
か
な

か
う

k
の
で
は
な
い
か
ご
岡
山
ふ
。
何
己
な
れ
ば
阪
に
英
仰
獅
の
中
央
銀
行
の
如
き
に
於
て
は
、
特
に
目
公
開
市
場
取

引
な
る
術
誌

F

」
是
存
在
し
な
か
っ
セ
り
れ

E
も
、
却
っ
て
特
定
の
取
引
に
限
ら
歩
、
割
引
取
引
を
も
合
め
て
凡

τ

の
取
引
は
会
同
性
を
椅
び

τゐ
た
の
で
ゐ
っ
て
(
忠
、
殊
に
仙
洞
の
中
央
銀
行
が
多
数
の
替
業
所
を
有
し
、
多
〈

の
銀
行
以
外
的
取
引
先
を
有
せ
る
事
は
麗
I
設
か
品
、
所
の
加
(
で
あ
る
。
加
も
米
岡
の
場
合
は
会
開
市
場
取
引

の
み
が
会
開
性
を
有
し
て
ゐ
る
仁
止
る
の
仁
到
し
て
、
断
l
早
〈
よ
り
英
側
術
等
に
あ
っ
て
は
そ
の
凡
て
mw
取
引

が
ぬ
開
性
を
有
し
て
ゐ
た

ωで
あ
る
o

故
仁
今
聯
邦
準
備
法
に
於

τ所
謂
公
開
市
場
取
引
を
規
定
し
た
所
で
、
只

そ
れ
が
公
開
性
の
み
を
共
へ
て
ゐ
る
じ
止
る
も

ωな
ら
ば
何
等
の
目
新
し
い
事
賢
官
言
ふ
事
が
出
来
な
い
の
み
な

ら
争
、
公
開
性
は
此
の
場
合
に
於
て
却
っ
て
縮
少
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
Z
言
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
健
)

Z
邑
由
。
ロ
乱
日
o
Z
E
4
n
o自
由
民
自
0
M
M
O
t
-
E
Oヨ1Hm巧切
O回
目

F
O
E
R
H
M
Eコ
四
回
ロ

ι
2司
自
の
可
弔
問
向
。
自
ω
0同
同
ロ
明
白

米
間
上
院
。

『
ロ
F
目

n
E
Fロ
《
]
ヨ
『
E
B
n
p
口
耳
目

mE司
』
印

4
耳
目
門
戸
凶
ロ
p
m
w
E凶
同

月

mL一
、
.
=
に
は
、

民
脳
銀
行
に
ワ
い
て
は
、
問
「
立
融
行
は
曾
枇
前
人
及
び
制
人
よ
り
預
金
を
受
入
れ
又
そ
山
鵠
に
割
引
を
む
き
る
ゐ
と
官
ム
リ
冊
、
そ
の
業
務
上
株

式
銀
行
と
競
守
山
地
位
ド
在
ら
る
誌
も
り
と
言
ふ
べ
き
か
」
。
磐
「
或
意
味
に
於
て
然
り
」
と
、

怖
闘
回
銀
行
に
つ
い
て
は
、
問
「
仙
耐
岡
弘
行
は
銀
行
。
銀
行
と
見
る
イ
ー
さ
や
、
又
は
一
般
公
衆
の
鈍
行
と
見
る
べ
き
宇
」
1

答
「
帥
蜘
四
組
行
は

久
し
〈
位
行
の
銀
行
な
り
し
も
:
今
日
に
於
て
は
何
人
も
時
躍
す
る
事
な

t
そ
は
師
に
|
|
貴
下
白
所
調
る
1
|
耐
耐
四
時
衆
の
銀
行
で
あ
り

今
後
も
往
々
然
な
ら
ん
と
し
っ
、
あ
る
も
の
と
容
へ
る
事
を
俗
、
問
「
さ
れ
"
と
取
引
は
銀
行

κ謝
す
る
も
の
の
方
多
か
ら
ず
苧
」
各
「
・
々
は
制
引
に
就

い
て
の
み
民
な
り
。
鈴
れ

rも
貸
付
A
V詮
券
に
闘
す
る
取
引
に
あ
り
て
は
そ
の
嗣
咋
は
主
と
し
て
個
人
な
り
一
百
々
」
と
、

ラ
イ
ヒ
ス
パ
シ
グ
に
つ
い
て
は
、
問
「
銀
-
訂
は
一
商
人
に
よ
明
根
山
さ
れ
他
白
尚
人
に
よ
り

τ引
受
け
ら
札
た
る
千
形
を
割
引
〈
や
」
、
答
「
然
日
り
、

Interviews， p田 "4・
pp. z07c208. 
p. 339 
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一
フ
イ
ヒ
ス
パ
ン
ク
は
只
に
銀
行
の
微
行
た
る
の
み
な
ら
ず
、
ス
帝
闘
山
尚
工
業
企
業
。
泊
の
似
行
な
り
」
。
川
「
文
銀
行
は
陶
人
に
謝

L
直
接
に
貸
付

を
行
は
る
h
宇
」
答
「
然
り
」
と

自
問
答
あ
り
た
る
山
内
詑
載
が
あ
る
。

然
も
此
の
中
央
銀
行
的
取
引
の
公
開
性
な
る
も
山
は
市
中
銀
行
の
袋
一
連
山
錦
に
そ
の
必
要
を
認
め
ら
る
、
に
至

っ
た
も
の
で
ゐ
る
が
、
質
際
上
は
そ
の
市
中
銀
行
の
強
力
化
の
依
に
、
中
央
銀
行
が
偉
業
所
を
増
泣
[
側
人
取
引

の
如
、
き
を
柑
加
せ
ん
ど
す
る
事
は
愈
i
困
難
記
事
晶
、
事
情
に
あ
る
も
の
で
あ
る
o

放
に
此
の
紡
よ
り
言
っ
て
も

所
制
日
目
間
性
の
放
に
目
公
開
市
川
場
取
引
が
今
日
の
知
〈
世
人
り
注
怠
を
芯
〈
ご
一
百
ふ
一
品
は
ゐ
り
得
な
い
の
で
ぬ
る
。

然

ι
ば
所
訪
日
世
間
同
巾
場
取
引
が
今
日

ω
如
く
祉
怠
を
惹
く
に
至
っ
た
理
山
は
何
れ
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ

の
鮎
を
明
に
す
る
に
は
所
説
公
開
市
場
取
引
の
内
容
を
少
し
〈
知
る
必
要
が
ゐ
る
。
聯
邦
噂
備
法
第
十
四
僚
に
よ

れ
ば
聯
邦
準
備
銀
行
は
畿
券
銀
行
じ
っ
き
も
の
、
金
心
頁
由
民
の
構
能
川
り
外
に
、
銀
行
引
受
手
形
、
政
府
諸
券
共
仙

の
資
買
の
機
能
を
奥
へ
ら
れ

τゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
場
合
い
い
は
一
般
会
衆
の
側
よ
h
紋
極
的
仁
寅
付
り
又

は
買
入
れ
ん

Z
L
、
単
備
銀
行
は
只
受
働
的
仁
之
に
臨
陣
中
る
場
合
も
ゐ
る
が
、
準
備
銀
行
の
側
よ
り
一
般
会
衆
に

向
っ
て
硝
極
的
に
貨
出

L
叉
は
之
よ
り
賀
入
品
、
事
も
出
来
る
の
で
ゐ
る
。
今
般
り
に
此
の
勅
を
H

宙
開
市
場
取
引

の
積
極
性
E
云
ふ
事
に
す
る
。

然
る
に
割
引
政
策
の
奏
効
は
市
中
銀
行
が
中
央
銀
行
に
割
引
を
依
額
し
て
来
る
か
否
か
に
よ
っ
て
定
る
の
で
あ

っ
工
、
若
し
市
中
銀
行
が
接
近
し

τ来
な
い
場
合
に
は
何
事
も
出
来
な
い
の
で
品
る
。
世
凪
が
此

ω場
合
に
右
の
如

量
権
能
-v-
利
用
し
1
積
極
的
に
詮
券
4

佐
賀
賀
す
る
時
は
、
或
程
度
ま
で
市
中
銀
行
を

L
て
中
央
銀
行
に
接
近
せ
し

詑

苑

所
調
時
岡
市
場
眠
引
に
就
い
て

第
ニ
十
九
巻

A
七
五

第
六
郷

J、
ヒ



百危

施

所
訓
公
岡
市
場
幅
引
に
就
い
て

第
二
十
九
巻

八
七
六

第
六
概

ノー、

" 

む
る
事
が
で
き
る

ωで
め
る
。
然
も
先
き
仁
述
べ
た
ゃ
う
仁
市
中
銀
行
は
断
次
中
央
銀
行
仁
依
頼
す
る
度
合
が
少

〈
な
り
つ
、
あ
る
の
が
近
年

ω貸
献
で
あ
る
か
ら
、
某
の
貼
よ
り
言
っ
て
此
の
取
引
的
今
日
有
す
る
意
味
は
甚
打

重
要
な
る
も
り
が
め
る
の
で
あ
る
。
か
、
る
際
に
宮
つ

τ準
備
銀
行
は
一
九
-
一
ニ
三
年
以
来
盛
ん
仁
そ
の
信
期

政
策

ω
一
部
分

t
L
τ
此
山
方
法
を
利
用
し
た
が
、
之
は
そ
の
組
織
的
で
あ
っ
た
の
芭
規
模
の
大
で
あ
う
た
事
の

掛
川
仁
特
じ
世

λ
の
注
意
を
惹
レ
た
の
で
あ
る
。
集
の
結
果
昼
間
市
場
取
引
む
る
簡
は
俄
か
ト
ト
布
名
正
な
り
、
今
日

で
は
米
国
以
外
の
諸
国
に
於
て
も
館
幹
常
的
蹴
椅
的
資
買
の
意
味
仁
康
〈
周
ひ
ら
る
、
に
至
っ
た
的
で
あ
る
。
而

L

τ目
公
開
市
場
取
引
が
か
〈
人
々
の
注
意
を
惹
く
に
至
っ
た
根
本
的
動
は
そ
の
積
械
性
に
外
な
ら
な
い
v

的
で
あ
る
o

放
に
例
へ
ば
聯
邦
準
備
局
年
報
(
一
九
二
三
年
度
)
に
は
次
の
如
〈
言
つ

τゐ
る
。
「
割
引
取
引
正
会
開
市
場
取

引

Eω
相
異
は
、
再
割
引
に
あ
っ

τは
4
ユ

U

ア
チ
グ
が
加
盟
銀
行
に
存
在
す
る
に
謝

L
・
説
努
的
資
買
に
あ
っ

て
は

4
ニ
U
V

ア
テ
グ
が
準
備
銀
行
に
存
在
し
得
る
駄
に
あ
る
」
ご
。
今
若
し
人
ゐ
ち
て
騒
々
に
此
の
説
明
を
聴
取

ー
に
な
ら
ば
‘
会
開
市
場
取
引

ω会
開
ご
は
如
何
な
る
意
味
か
を
了
解
に
苦
し
む
か
も
知
れ
な

νc
只
そ
こ
に
断

然
他
の
取
引
正
岡
別
さ
る
、
所
以

ω
も

ωは
そ
り
取
引
が
右
に
言
ふ
砧
梯
性
を
有
す
る
貼
で
あ
ら
う
。
か
〈
て
一
公

開
巾
場
取
引
に
於
一
L

会
刷
性
は
糊
究
そ
の
重
要
性
を
失
び
、
積
極
性
が
漸
次
そ
の
重
要
性
を
増
し
っ
、
ゐ
る
の
が

今
日
の
質
際
で
あ
る
ご
思
ム
。
卸
ち
日
公
開
市
場
取
引
は
そ

ω語
誕
よ
り
一
言
へ
ば
会
開
性
を
特
徴
ご
す

ιも
の
で
あ

る
が
、
今
日
注
意
す
〈
き
は
そ
の
積
極
性
に
ゐ
る
さ
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此

ω鮎
を
巧
み
に
説
明
し
て
バ

1
ヂ
ェ

ス
は
会
開
市
場
取
引
に
底
狭
ニ
義
ゐ

h
z
し
、
成
義
の
ぞ
れ
は
此
彪
に
所
詞
公
開
性
ゐ
品
取
引
を
指

L
、
狭
義
の

そ
れ
は
所
調
硝
相
性
あ
る
取
引
を
指
す
も
の
ご
し
て
ゐ
る
。
而

Lτ
聯
邦
準
備
訟
を
離
れ
て
公
開
市
場
取
引
な
る

Tentll annl1al report of the Fcderal Heserve lloard. (1925)， p. 14 
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語
の
周
ひ
ら
る
、
場
合
仁
は
必
中
此
の
狭
義
仁
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
め
る
o

以
下
所
説
狭
義
の
公
開
市
場
取
引

仁
就
い
て
そ

ω日
的
効
川
市
及
び
客
健
等
に
就
い
て
帯
干

ω考
擦
を
試
み
た
い
ご
忠
ふ
。

争2

公
開
市
場
取
引
の
目
的

か
〈

τ所
調
(
叉
は
狭
義
の
)
日
公
開
市
場
取
引
は
砧
栃
性
を
そ
の
特
徴
正
す
る
の
で
あ
る
が
・
そ
う
一
広
ム
上
は
何

等
か
の
円
的
が
之
に
作
は
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
普
通
に
宥
へ
ら
る
、
所
で
ゐ
ら
う
。
然
ら
ば
此
場
の
目
的
は
如
何
な

る
も

ωで
あ
ら
う
か
。

リ

l
y
は
聯
邦
準
備
銀
行

ω場
合

ω会
開
浦
場
取
引
の
目
的
を
考
察
し
て
一
、
投
資
二
、
通
貨
統
制
三
、
引
受

手
形
市
場
の
創
設
で
あ
る
ご
な
し
て
居
る
が
、
引
受
手
形
に
就
い
て
の
事
情
は
米
闘
に
固
有
で
ゐ
る

L
、
叉
米
国

に
於
け
る
引
受
手
形

ω取
引
は
後
に
も
遁
ぷ
る
如
〈
準
備
銀
行
は
只
受
働
的
に
民
入
れ
る
ば
か
り
で
A
の
っ
て
、

ζ

、
に
所
調
公
開
市
場
取
引
に
入
ら
な
い
。
故
に
一
般
に
一
公
開
市
場
取
引

ω
目
的
ご
し
I

問
題
己
な
る
は
投
資
ご
通

貨
統
制
の
こ
だ
け
で
あ
る
。

而
し
て
英
獅
等
の
中
央
銀
行
は
準
備
銀
行
設
立
の
?
っ

Z
以
前
か
ら
・
此
蕗
に
所
謂
一
公
附
市
場
取
引
を
制
引
政

策
の
補
助
手
段
と
し
て
通
貨
統
制
の
目
的
の
錦
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
・
そ
れ
に
も
拘
は
ら
宇
聯
邦
準

備
法
制
定
的
際
的
報
告
書
等
に
は
会
開
市
場
取
引
じ
よ
h
T
通
貨
統
制
を
行
ふ
正
云
ふ
や
う
な
事
は
殆
げ
と
何
も
述

べ
ら
れ
て
居
な
か
っ
た
。
只
上
院
の
委
員
曾
で
は
一
個
の
卓
れ
た
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
欧
洲
の
級
品
骨
銀

行
的
阪
仁
承
認
吉
れ
た
慣
行
に
従
つ

τ、
割
引
額
を
増
減
し
以

τ割
引
歩
合
を
一
屠
有
効
じ
す
る
鴻
仁
準
備
銀
行

詑

苑

第
六
凱

J、
A 

第
二
十
九
俸

所
調
公
開
市
場
取
引
に
就
い
℃

λ
七
七
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入
七
入

の
貰
買
す
べ
き
特
殊
の
誼
品
?
を
政
府
に
於
て
後
行
す
ぺ
し
ご
言
ム
の
で
あ
っ
た
。
然
し
賞
際
上
の
脇
田
港
は
久
し
〈

此

ω方
向
に
肱
首
選
せ
宇
、
民
間
只
投
資
の
み
が
公
開
市
場
取
引
の
目
的
己
考
へ
ら
れ

τ居
た
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
が

通
貨
統
制
り
目
的
の
殺
に
北
取
引
を
始
む
る
に
至
っ
た
の
は
前
池
内
如
〈
一
九
一
一
ニ
1

一
二
年
以
来
的
事
で
あ
る
。

然
し
一
九
一
二
二
年
表
創
立
さ
れ
た
る
準
備
局
の
公
開
市
場
投
資
委
員
曾

ω綱
似
の
如
き
に
於

τも
向
次
の
如
〈
通

揖

苑

九
O 

所
調
時
間
市
場
取
引
に
就
い
て

第
二
十
九
巻

第
プマ

規

ご

》

じ

一

〉

、

，

〉

3
-
〉

3
0

A
c
t
-
主
Z
U
4
t
J
Z

聯
邦
地
仰
似
訂
の
公
川
川
山
羽
目
削
引
に
抗
っ
て
位
県
庁
法
制
質
政
パ
U
H
川
M
4
引

κ泊
臨
す
る
を
第
一
心
日
前
と
し
そ
の
民
日
山
一
般
信
川
献
活
に

A

ぽ
す
影
響
を
考
慮
マ

f
る
ヰ
か
ら
ず
。

公
開
市
場
良
人
目
選
揮
に
慌
つ
て
は
政
府
読
券
株
に
同
期
間
耐
券
の
買
入
が
該
躍
都
市
場
に
及
ぼ
す
脳
躍
を
考
慮
す
べ

L
O
R
A
M
開
市
場
貝
入
は
蹄

制
民
民
約
定
に
よ
る
制
捌
倒
防
説
拘
?
を
除
き
刷
業
上
自
投
首
た
る
ペ
し
。
一
耳
々

之
に
よ
料
ば
一
面
公
開
市
場
取
引
は
通
貨
統
制
を
主
目
的
正
す
る
も
の

Z
す
る
も
.
術
師
川
州
政
府
議
券
市
場
の

創
設
を
目
的
ご
す
る
貝
原
契
約
に
よ
る
一
知
期
岡
庫
設
努
凶
取
引
を
除
、
き
た
も
仙
の
取
引
は
商
業
上
的
投
資
代
品
事

を
要
求
さ
る
、
も
の
で
あ
っ
て
、
岡
倒
の
目
的
の
閥
係
は
決
し
て
明
で
は
な
い
。

然
L
な
が
ら
此
場
合
に
甚
だ
興
味
あ
る
事
に
は
公
開
市
場
取
引
を
行
ひ
た
る
場
合
の
通
常
の
効
果
よ
h
凱
察
す

る
時
は
、
賞
際
上
は
此
取
引
に
よ
り
て
は
通
貨
統
制
以
外
仁
、
投
資
の
目
的
を
達
す
る
事
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
業
黙
を
明
じ
す
る
翁
に
は
会
開
市
場
取
引
的
効
果
を
顧
み
な
〈
で
は
な
ら
向
。

第

公
開
市
場
取
引
の
効
果

Financial Chronicle， Dec. 15. 1928所載 K.Bu町田5 山掛詑 (p.334'.) 
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一
九
二
二
|
三
年
来
の
準
備
銀
行

ω会
岡
市
場
取
引
に
就
い
て
は
、
そ
の
効
縞
を
熱
狂
的
に
賞
讃
す
る
人
が
少

〈
な
い
。
然
る
に
之
じ
封
L
て
昨
年
来
此
取
引
を
非
難
し
、
準
備
銀
行
よ
り
新
〈
の
如
き
機
能
を
剥
奪
す
ぺ
し
Z

の
論
者
が
現
は
れ
た
。
然
も
吾
々
は
そ
の
雨
者
は
何
れ
も
日
公
開
市
場
取
引
の
効
果
の
正
常
な
る
槻
察
を
忘
れ
た
る

も
の
な
る
を
注
意
し
た
い
。

例
へ
ば
ぬ
附
市
場
取
引
の
効
果
を
賞
讃
寸
る
に
最
も
熱
心
な
ミ
ツ
ド
フ
ン
ド
銀
行
月
報
(
一
九
二
七
年
七
人

月
枕
)
の
如
き
は
次
の
如
〈
言
っ
て
ゐ
る
。

t之

f~哲jτ1
一勾

雪 1H旧i江i 
J主主 統

詰明
l: l'元可
"'_ H 
? ι 3  

ぷ岱
』某』ι止ζ 
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科 ;5?古万
fJl:主
迄 1M4 
f;{位主
11川Hl;2: 
@，一」

-3輩1t土

iX: .~ j 
川 3
u引:;シ》 一ヲ? 

拙捗h平示五
五 器器F 

f;l 
E制、引

剥
鉄事
にと

制品
計r，~
キlIIP
2白書"

の 1民
ιa りl
克 γ
σo 叱J

究ふ
!H 

1:1 此

lii) ~1 
~t 何
日j は

.!: 
あ L

"こ比

fnr 1，' f 
との
な m.
ら金
tf "j酔

苧怖

川
山
由
削
引
k
求
む
る
イ
一
一
シ
ア
ヲ
グ
は
尚
一
#
に
告
す
る
か
ら
て
あ
る
。
而
し
て
此
方
法
に
よ
り
中
央
似
行
の
背
し
得
る
所
は
そ
れ
ぞ
れ
手
形
の
皐
山

を
制
限

L
U人
は
挺
糊
す
る
を
時
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
八
百
聞
市
場
以
引
は
中
止
似
行
自
イ
品
シ
ア
テ
グ
に
悲
い
て
、
仙
の
銀
行
を
し
て

手
形
の
品
山

t
u哨
加

L
X
は
手
控
へ
せ
し
め
る
と
一
五
ふ
ゃ
う
た
』
訟
に
よ
ら
ず
、
投
資
流
強
引
畳
手
形
又
は
他
山
砲
引
な
る
符
券
を
民
買
す
る
引
に

よ
り
訂
は
れ
そ
の
新
製
中
央
叫
行
は
、
そ
の
牧
佳
品
叫
庄
を
噌
減
す
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
@
放
に
二
つ
の
方
訟
の
ら
ち
後
者
は
前
者
に
比
し
遜
恥
に

布
力
で
あ
る
。
何
主
な
ら
ば
そ
れ
は

H
に
組
行
制
申
と
樹
立
に
使
用
き
れ
得
る
の
ho
な
ら

r割
引
利
半
白
慶
民
自
路
継
を
金
〈
資
生
せ
し
め
る
市
中
な

、

t
、
又
必
要
な
場
合
に
は
史
に
そ
れ
は
上
掛
川
京
を
主
ピ
得
る
か
ら
て
あ
る
。
-
:
:
・
」
一
再
々

之
に
謝
し
て
聯
邦
準
備
局
の
〉
品
。
弓
の
出
自
己
は
ス
ト
ロ
ン
グ
集
の
審
議
に
際
L
、
意
見
を
述
べ
た
る
を
始

め
正
し
、
共
後
り
機
曾
に
於

τも
、
会
開
市
場
取
引

ω制
限
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
。
此
意
見
は
之
を
支
持
す
る

者
も
あ
る
が
街
、
勿
論
一
部
内
人
々
の
意
見
に
過
ぎ
な
い
。
之
は
先
量
的
意
見
が
一
九
一
一
一
一
|
三
年
以
後
の
金
流

入
期
内
会
開
市
場
取
引
に
注
目
す
る
に
勤
し
て
一
九
二
七
年
夏
山
所
説
低
金
利
策
常
時
の
会
関
市
場
取
引
に
注
目

詰

所
調
公
開
市
場
収
引
に
就
い
て

第
二
十
九
容

ゴL

入
七
丸

第
六
抗

苑

(l¥1idlancl Bank Monthly Reyjew， July-Tbe Problem of Gold Value 
AllgUSt 1927. pp. 3-1.) 
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'iill: 

手包

ゴL

所
調
品
開
市
場
取
引
に
就
い
て

第
二
十
九
巻

入

λ
0

第
六
時
制

L
そ
の
弊
世
一
自
の
大
な
る
を
唱
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
故
ト
い
日
借
関
市
場
取
引
が
、
号
の
結
果
の
利
害
に
拘
ら
中
甚
ピ
信

用
統
制
上
布
カ
な
る
を
認
む
る
事
は
前
者

t
同
断
で
ゐ
る
。
彼
も
亦
次
の
如
〈
言
っ
て
ゐ
る
。

「
泣
券
的
日
入
は
い
川
川
内
拡
礎
を
掛
践
す
る
の
割
引
拭
を
持
ち
、
時
接
的
資
却
は
之
を
牝
耐
せ

L
む
る
的
効
県
脅
持
?
・
-
唱
団
一
玉
、
々
」

卸
も
一
公
開
市
場
取
引
が
信
用
の
基
礎
た
る
現
金
準
備
に
影
響

L
、
や
が
て
は
信
用
の
総
額
に
迄
影
響
を
及
す
も

の
正
な
し

τ居
る
唱
は
隔
者
ピ
も
同
様
で
あ
る
。

成
科
一
寸
考
へ
た
所
で
は
、
設
鼎
?
を
買
入
れ
た
場
合
に
は
準
備
銀
行
は
代
金
ご
し

τ聯
邦
準
備
資
金
を
桃
山

し
、
続
券

ω責
手
は
之
を
受
取
っ
て
取
引
銀
行
に
預
入
れ
、
失
に
路
銀
行
は
之
を
準
備
銀
行
に
預
託
L
、
該
市
中

銀
行
的
準
備
金
は
そ
れ
だ
け
増
加
す
る
事
乙
な
h
、
之
を
基
礎

t
L
て
信
用

ω繍
張
を
な
[
得
る
い
至
る
芭
考
へ

ら
れ
る

ωで
ゐ
る
。
之
正
反
射
に
準
備
銀
行
が
諮
品
?
を
資
却
し
た
場
合
に
は
、
部
叫
品
分
の
買
手
は
取
引
銀
行
宛
の
小

切
手
を
振
b
出
し

τ、
之
を
以
て
準
備
銀
行
に
榔
込
み
、
骨
岬
に
準
備
銀
行
に
於
け
る
常
該
銀
行
山
準
備
預
金
は
此

の
小
切
手
鎖
に
け
減
少
す
る
に
至
り
、
之
を
基
礎
Z
す
る
信
用
は
牧
縮
の
や
む
な
き
に
至
る
ご
考
へ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。然

し
乍
ら
賞
際
に
蛍
つ
て
は
か
〈
の
如
き
結
果
を
来
す
こ
ご
は
誠
に
稀
で
ゐ
品
。
何
己
な
れ
ば
加
盟
銀
行
が
準

備
銀
行
よ
h
融
泌
を
受
け

τゐ
る
場
合
に
は
出
来
る
だ
り
此
債
務
を
排
済
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の

場
合
設
券
の
代
金
ご
し
て
準
備
銀
行
の
市
場
に
出
し
た
準
備
銀
行
小
切
手
を
加
盟
銀
行
が
受
取
る
昨
は
、
該
加
盟

銀
行
は
小
切
手
を
以
て
準
備
銀
行
よ
り
の
偵
務

ω排
糖
仁
嘗
て
、
敢
て
信
川
繍
張
の
鎗
に
使
用
し
ゃ
う

E
Lな
い

の
で
ゐ
る
。
か
〈

τ準
備
銀
行
の
謎
券
民
入
の
結
果
は
通
常
そ

ω貸
付
A
有
償
設
酔
悼
の
増
加
古
な
ら
宇
。
寧
ろ
貸

June )0引A. C. l¥1il1er: The l'ec1eral Reserve System， rrhe S同 tlst，
'9ヨ且 ]ubileo Sertion， p_ 3.7-) 
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付
の
減
少
ご
な
っ
て
設
券
の
買
入
を
相
殺
し
、
金
額
に
於
て
擾
化
し
た
こ
ご
に
な
ら
な
い
。
そ
の
結
県
加
盟
銀
行

の
信
用
の
量
も
殆
ど
増
加
し
な
い
。
依
に
か
、
る
債
務
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
此
蕗
に
通
ぶ
る
過
ち
に
な
ら
な

い
場
合
も
ゐ
る
が
、
か
〈
の
如
き
扶
越
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。

反
封
に
準
備
銀
行
が
経
典
?
を
真
却
し
た
場
合
に
も
単
備
銀
行
に
於
り
る
加
盟
銀
行
の
預
金
が
減
少
す
る
ご
、
加

盟
銀
行
は
そ
の
信
用
を
枚
縮
ず
る
事
な
く
準
備
銀
行
よ
り
信
用
を
得
て
不
足
を
補
ふ
事
が
多
い
。

此
の
駄
を
例
へ
て
ロ
ー
レ
ン
ー
は
次
の
如
〈
言
つ
工
ゐ
る
。

寸
白
々
は
巾
中
央
地
行
止
ご
つ
の
門
を
有
ず
る
崎
に
僻
ヘ
る

F
H
m
r一
昔
。
。
と
な
る
川
は
‘
日
川
抽
出
山
人
に
使
川
さ
れ
、
貸
付
制
引
川

t
叫
せ
わ
れ

E
O
仙
小
町
川
目
、

ι川
ピ
S
円

J
C
川
別
別
の
告
は
型
士
川
り
さ

mrれ
ば
制
止
に
人
叫
が
ど
也
管
る
ι

之
却
は
叫
仰
心
止
め
た
る
峰
山
虫
色
々
せ

b
内
決

F

形
で
あ
る
。
北
九
件
此
の
仰
山
門
量
出
入
す
る
他
白
一
川
が
あ
る
。
之
は
政
府
流
出
世
で
あ
っ
て
、
彼
隼
U
H
蛇
山
内
部
か
ら
り
命
令
に
よ
っ

τ
の
み
山

入
す
る
。
後
由
一
一
者
が
や
っ
て
車
る
場
合
に
は
、
弗
を
持
込
み
申
仰
を
強
出
に
す
る
、
山
て
行
〈
時
に
は
弗
を
作
山

t
準
備
E
ぞ
れ
だ
け
減
少
す

る
。
此
準
備
の
持
出
迎
川
き
る
、
場
合
印
ち
弘
行
ポ
抽
M
h
T
を
直
る
場
合
に
も
晶
子
し
も
比
に
入
る
事
』
m
H
d
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
ど
は
な
い
。
川
九
正
川
に

地
っ
て
入
賊
料
{
制
引
判
中
)
を
宜
州
へ
ば
刊
日
刊
批
に
入
る
事
が
て
曹
る
の
て
あ
る
。
-
-
-
-
-
-
一
五
々
」

而
し
て
準
備
銀
行
山
質
例
に
就
い

τ右
の
貼
を
溢
明
す
る
事
は
、
院
に
充
分
試
み
ら
れ
た
所
で
あ
る
o

此
蕗
に

は
英
閥
銀
行
の
場
合
に
就
い
て
究
の
如
き
陣
表
を
作
っ
て
み
た
。
大
穂
事
情
は
同
一
で
ゐ
る
ご
貼
る
一
帯
が
で
き
る

か
ご
旧
山
ム
。

設

苑

iL 

第
二
十
丸
谷

所
副
公
倒
市
場
玩
引
に
就
い
て

λ 
J、

第
六
碗

6) J. S. Law問 lce: St品川lizationof price~;. p， :?7(i 

7) ibul， pp. 275-287. & I3urgess， ibM， pp守 ~09-2 [3 



股

.~ 

別
調
公
開
市
場
取
引
に
就
い
て

第
二
十
九
巻

J、
J、‘

第
六
枕

九
回



然
ら
ば
か
〈
の
知
〈
詮
券
の
貰
買
は
信
用
供
給
量
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
ご
す
れ
ば
・
設
典
?

の
責
貨
は
信
用
妹
鶴
に
は
何
等
の
影
響
を
も
輿
へ
な
い
も
の
ぜ
解
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
1
0

叉
質
際
か
〈
の

如
川
、
考
へ
て
R

公
開
市
場
取
引
は
徒
に
園
債
市
場
を
潰
乱
す
る
に
過
ぎ
な
い
有
害
無
益
の
も
り
ご
な
す
も
の
も
ゐ

久
》
む然

し
詮
券
的
問
只
入
は
米
闘
に
就
い
て
言
へ
ば
加
盟
銀
行
の
準
備
銀
行
よ
h
の
債
務
を
戦
滅
し
そ

ω貸
付
政
策
に

著
し
〈
徐
裕
を
生
悲
し
む
る
に
至
る
。
之
仁
反
し
て
準
備
銀
行
に
依
る
誇
券
の
寅
却
は
加
盟
銀
行
の
債
務
を
増

し
、
彼
等
を
し

t
頗
る
即
断
川
崎
な
貸
付
政
策
を
採
ら
し
む
る
結
果
仁
な
る
。
削
も
先
き
仁
も
述
べ
た
蜘
〈
、
割
引
手

段

ω
準
備
手
段
正
し
て
又
削
引
抄
合

ω
仙
川
県
む
一
般
大
な
ら

L
む
4

市
平
段
ピ
し
て
佐
忙
そ
山
効
臥
市
大
ら

ιも
の
が

あ
る

ω
で
あ
る
。

只
右
に
よ
も
り
て
明
な
る
如
く
公
開
市
場
取
引
に
よ
る
誼
券
貝
入
は
一
の
牧
益
資
産
を
仙
の
牧
盆
資
産
古
代
へ
る

に
り
で
、
決
し
て
遁
常
に
牧
盆
資
産
を
増
加
す
る
も
の
で
は
な
い
γ

。
然
る
に
政
府
読
努
の
利
廻
は
、
加
盟
銀
行
貸

出
利
率
よ
b
低
い
の
が
通
例
で
ゐ
る
か
ら
、
政
府
設
券
の
買
入
に
よ
っ
て
は
牧
盆
を
増
加
す
る
事
は
殆
ど
な
(
、

従
っ
て
前
識
の
如
〈
公
開
市
場
取
引
は
投
資
の
目
的
に
は
越
し
な
い
ご
云
ふ
事
に
な
る
の
で
め
る
。

第
四

公
開
市
場
取
引
の
客
糟

然
ら
ば
次
に
日
常
関
市
場
取
引
は
如
何
な
る
客
健
に
つ
き
之
を
行
ふ
事
を
得
る
か
ご
一
玄
ふ
に
、
此
問
題
は
以
上
越

よ
る
所
の
意
義
目
的
効
果
等
に
よ
り

τ大
な
る
制
約
を
受
け
る
事
勿
論
で
ゐ
る
。

障

苑

幅
削
聞
長
関
市
場
取
引
に
就
い
て

第
二
十
九
容

λ
入
三

第
六
腕

タL
E 

Financial Chro:nicle， M弐y5， '92日谷Wli評論

Burgess; zoid， pp. 213-214 
8) 

9) 



話

施

九
六

所
調
公
岡
市
場
取
引
に
就
い
て

第
二
十
九
巻

八
八
四

第
六
腕

今
日
公
開
市
場
取
引
に
用
ひ
ら
れ
る
最
も
普
通
な
る
も
の
は
政
府
誼
券
で
ゐ
る
。
然
し
政
府
諮
券
に
よ
る
込
関

市
場
取
引
は
遁
嘗
で
な
い
か
ら
、
一
般
の
商
業
手
形
を
此
の
目
的
に
使
用
す
ぺ
し
E
の
議
論
が
推
ん
で
あ
る
o

所
で
中
央
銀
行
的
政
府
諮
品
分
又
は
市
開
業
手
形
の
…
器
具
は
ご
も
に
通
貨
の
創
設
同
牧
ご
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先

づ
閥
胞
は
此
の
立
川
切
か
ら
糊

τみ
る
必
要
が
ゐ
る
。
然
し
只
中
央
銀
行
の
通
貨
創
設
は
伸
縮
的
で
な
く

τは
な
ら

ない
v
t
云
ふ
立
州
掛
か
ら
の
み
言
へ
ば
政
府
総
符
ピ
商
業
手
形
内
質
問
見
の
附
仁
は
、
是
非
的
問
ケ
一
先
分
に
〈
つ
け
品
事

は
不
可
能
で
あ
ら
う
ピ
忠
は
れ
る
o

成
科
一
見

L
た
所
で
は
政
府
組
努

ω買
λ
仁
よ
り
琳
抽
r
h

刊
さ
れ
わ
ル
る
通
貨
は
仲

縮
性
を
快
い

τゐ
る
ゃ
う
で
あ
る
が
、
元
来
そ
の
買
入
れ
た
る
政
府
経
努
は
任
意
の
時
に
斑
却
す
る

4
が
で
き
る

の
で
ゐ
っ
て
、
成
意
味
に
於
て
却
っ
て
大
な
る
伸
縮
性
ゐ
り
ご
も
言
へ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
ゐ
る
。
放
に
政
府

詮
券
の
賀
入
に
よ
る
通
貨
の
創
設
を
理
論
的
に
全
然
之
を
非
な
り
正
す
る
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
べ

Y
デ
イ

ク
セ
ン
の
通
貨
創
設
理
論
の
や
う
な
立
場
よ
ち
し
て
始
め
て
然
か
言
。
得
る
も
の
で
あ
ら
う
。
然
L
乍

ι術
此
立

場
よ
り
す
る
ご
し

τも
、
会
開
市
場
取
引
が
通
貨
創
設
の
詰
道
で
な
〈
補
充
的
の
も
の
仁
す
ぎ
な
い
ご
す
れ
ば
、

そ
の
弊
も
必
宇
し
も
大
で
な
い
に
ら
う
。

り
れ
ど
も
普
通
に
は
か
、
る
立
場
か
ら
政
府
税
券
山
使
用
を
不
可
正

L
商
業
手
形
の
使
矧
を
可
ご
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
多
〈
は
一
政
府
澄
品
分
の
畳
及
び
川
納
期
日
等
に
就
い
て
政
府
の
財
政
吉
通
貨
統
制
ど
は
そ
の
便
宜
相
一

致
せ
す
、
結
局
に
於

τ政
府
財
政
の
都
合
に
よ
ち
金
融
市
場
が
支
配
さ
れ
る
に
至
る
ピ
か
、
二
金
融
統
制
の
目
的

の
銭
仁
政
府
鐙
安
全
使
用
す
る
活
に
政
府
諮
努
市
場
を
撹
乱
す
る
ど
か
、
云
ふ
理
由
に
よ
り
右
的
如
き
主
張
を
行

ふ
の
で
ゐ
る
が
、
之
は
理
論
上
常
に
然
h
ご
言
ふ
の
で
な
い
が
磁
じ
か
、
る
傾
向
は
存
在
す
る
。
然
L
ぞ
れ
で
は

問中金司民 中央掛行自公開Ilj場政策(総掛型論員第二制， 148-151頁)も

此駄を 1J設されてゐる。
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商
業
手
形
を
使
用
す
れ
ば
全
然
之
等
の
問
題
は
存
在
せ
ぬ
か
古
言
ム
に
第
一
の
貼
は
、
買
収
る
必
要
の
あ
る
時
は

市
場
に
手
形
の
供
給
大
な
る
時
で
ゐ
り
頁
る
必
要
ゐ
る
時
は
郎
も
手
形
供
給
小
な
る
ご
き
で
あ

h
.
手
形
の
尚
期

は
郎
も
金
融
市
場
の
資
金
不
去
の
時
で
あ
る
の
で
ゐ
っ
て
、
甚
ピ
好
都
合
で
ゐ
る
が
・
そ
れ
で
も
質
際
上
の
問
題

記
し
て
は
手
形
の
後
遺
未

L
所
で
は
数
量
的
絶
掛
額
が
甚
に
少
〈
、
期
限
に
就
い
て
は
中
央
銀
行
に
貰
却
さ
る
、

手
形
の
制
限
(
詰
)
は
甚
に
一
知
き
を
街
正
す
る
正
か
云
ム
困
難
が
ゐ
も
o

更
に
第
二
の
勤

U
尚
業
手
形
市
場
が
巾
央

銀
行
に
依
楓
す
る
執
は
判
明
度
の
差
-
』
フ
ぐ
ゐ
れ
、
政
府
殻
券
に
比

t
て
大
で
あ
る
か
ら
・
此
の
憂
は
商
業
手
形
に
就

い

τ却
て
大
で
あ
ら
う
む

l~ 

弓
イ
ヒ

λ

パ
ン
ク
山
保
有
す
る
干
川
市
内
期
限
に
就
い
て
牢
へ
て
且
る
と
職
前
に
於
て
は
一
年
間
山
平
均
に
で
、

十
凹
H
M
内
に
揃
則
と
な
る
も
の

ト
四
日
l
二
十
八
日
内
に

以
後
ニ
ヶ
月
仰
に

一九
0
0
年

一ニ
0
・
八
百

一
六
・
ヒ

茸

ニ

-
f

一
九
一
二
一
年

一一泊・一一一
v
p

一
六
・
八

q
コ
L

川
ト
【

-r

一九一

O
年

一-一凹・二百

一
六
・
九

四
λ
・九

ノp

" 

凶
削
〈
て
あ
っ
た
の
が
共
後

ω
泊
先

ω
倒
値
の
動
指
川
目
別
と
し
て
も
最
近
に
て
は
(
最
廷
の
抗
宇
は
一
年
川
山
平
均
に
あ
ら
ず
作
平
十
二
月
三
十

一
日
現
在
の
枇
恕
で
あ
る
)

一
月
一
日
十
五
日
に
湖
期
と
な
る
も
白

一
月
十
六
日
1
叶
一
日
に
ゲ

一
一
月
比
三
月
中

ι

九

四一三六
二九九年

河本

一
九
二
八
年
本

間
三
河

一八三
九

一
九
二
じ
年
末

三
三
河

一九
q
L
 

E
J
 

。

6
 

尚
一
加
〈
で
あ
る
。
故
に
あ
ま
り
此
貼
同
問
題
に
な
ら
な
い
だ
ら
う
。

現

国s

第
二
十
丸
巻

7L 
ヒ

所
剖
時
凶
市
場
取
引
に
就
V
て

λ
λ
五

第
，、
就
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翫

jJli 

jL 

A 

所
副
公
開
耐
場
取
引
に
就
い
Y

て

停
一
一
十
九
巻

入
八
六

凡
聯
邦
地
価
融
行
に
て
は
手
形
が
「
株
色
」
由
時
即
ち
説
訂
さ
れ
て
川
本
な
い
昨
は
口
入
生
折
絶
す
る
の
で
寸
五
日
山
内
の
も
の
が
紘
封
書
搬
て
あ
る
。

都
大

軍血

hr
〈
て
問
題
は
然
〈
簡
単
に
決
す
る
事
は
で
き
な
い
。
特
仁
現
貨
の
問
題
正
し
て
は
商
業
手
形
を
代
り
仁
採
用

す
る
事
に
就
い
て
は
大
な
る
困
難
が
科
在
す
る
の
で
の
品
。
郎
も
商
業
手
形
の
蚊
額
の
不
足
言
、
商
業
手
形
を
市

場
に
資
却
す
る
に
就
い
て
の
吋
際
上
の
困
難
が
、
之
を
公
開
市
場
取
引
の
客
憾
に
ら
し
む
る
に
就
て
の
大
な
る
陣

宮
正
な
つ

τゐ
品
。

放
に
今
日
後
開
市
場
取
引

ω
活
用
は
各
倒
に
於
て
漸
次
雌
に
な
っ

τ来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
今
術
商
業
手
形

を
此
目
的
に
供
し
た
る
事
例
は
殆
ど
な
い
。

此
彪
に
所
調
公
開
市
川
崎
取
引
は
慨
に
円
十
〈
よ
り
欧
洲
の
中
央
銀
行
に
よ
り
て
行
は
れ
居
に
事
は
阪
越
の
如
く
で

あ
る
が
、
此
場
合
に
も
商
業
手
形
を
用
ひ

τゐ
な
い
。

英
国
に

τほ
最
初
比
の
目
的
の
潟
に

2
y
y
L
F
を
利
用
し
た
。
所
副
出
口
色
白
ム
ロ
問
之
で
め
っ

τ、
ヨ
ン
y
w
h官

賞
出
し
て
之
を
現
金
に
替
へ
定
刻
印
も
二
週
間
後
に
之

tfR反
ず
の
方
法
に
出
で
た
の
で
あ
る
。
戦
時
中
及
び
戦

後
に
於

τは
此

ω代
h
に
政
府
の
大
賊
省
首
券
資
出
を
利
則
し
.
政
府
が
大
減
省
諮
再
刊
の
募
集
金
で
政
府
貸
上
金

を
償
還

1
る
場
合
に
は
、
英
嗣
銀
行
山
金
融
市
場
に
封
す
る
支
配
権
を
増
大
せ
し
り
る
事
を
得
た
の
で
あ
る
。

濁
逸
に
於
て
も
-
フ
4
ヒ
ス
パ
ン
ク
は
一
九

O
一
年
以
来
大
蔵
省
諮
券
を
此
の
目
的
に
使
川
し
た
。
然

L
商
業
手

形
は
之
を
寅
却
す
る
機
能
は
銀
行
法
人
工
よ
り
之
を
認
め
ら
れ

τゐ
た
け
れ
ど
も
一
度
も
之
を
貨
行
し
な
か
っ
た
。

。

此
勅
は
明
言
さ
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
計
然
る
に
犬
峨
筏
ラ
イ
ヒ
旦
j

y

ク
の
根
本
的
改
能
行
は
る
、
ゃ
、
政
府
財

政
己
中
央
銀
行
ご
の
関
係
は
断
然
之
を
後
生
せ
し
め

E
は
な
ら
な
い
芭
云
ふ
主
義
よ
り

L
τ
大
滅
省
設
券
の
如
、
さ

前掲 llurges5の蹴説
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も
そ
の
買
入
は
只
顧
客
の
紙
秘
的
取
引
を
維
持
す
る
に
必
要
な
る
範
聞
に
止
る
べ
き
も
の
ご

L
た
の
で
あ
る
(
第

只
商
業
手
形
は
従
来
通
り
之
e

佐
賀
又
は
責
る
事
が
で
き
、
賛
放
っ
た
手
形
は
別
に
之
金
週
報
に
明

記
す
ぺ
き
事
ご
し
た
(
第
三
十
六
保
)
O

而
L
て
其
維
の
週
報
に
右
の
寅
放
ち
た
る
手
形
仁
よ
り
後
生
す
る
事
あ
る

二
十
一
候
)
O

べ
き
債
務
額
が
後
表
さ
れ
て
居
た

Q

然
し
之
は
公
開
市
場
に
劃
し
て
寅
放
っ
た
も
の
で
は
な
〈
、

そ
の
遊
女
伝
之
に
越
川
せ
し
め
た
も
の
に
池
ヨ
な
い
c

然
も
此
の
事
貨
も

そ
の
相
手
は
公

共
機
関
で
ゐ
つ

τ、

L
二

号
A

一
二
月
日
刈

↑

j
こ
J
f

会
.
自
主

中
仁
中
絡
し
北
(
品
川
再
び
見
る
却
が
で
き
な
い
。

仰
間
同
両
銀
行
は
戦
前
に
の
っ
て
は
公
則
市
川
町
取
引
を
行
つ
れ
部
叫
な
か
う
わ
U

ゃ
う

t
t
w
る
G

然

L
一
九
二
六
年

八
月
引
来
巧
妙
な
る
州
北
政
策
を
れ
ふ
仁
部
ふ
る
や
此
カ
而
仁
も
大
な
る
進
歩
を
見
た
の
で
あ
る
o

仰
も
此
州
場
令
に

仰
附
両
銀
行
的
態
皮
は
所
副
フ
ラ
y
の
端
、
百
上

ω安
定
の
維
持
を
十
土
日
的
£
し
専
ら
外
貨
買
ア
一
フ
y
質
的
方
法
に

出

τ居
た
の
で
め
る
。
然
し
乍
ら
か
、
る
政
策
的
常
然
の
結
川
端
正
し

τ閥
内
的
通
貨
過
剰
を
起
す
恐
が
充
分
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
仰
山
側
面
銀
行
は
政
府
を
し
て
長
期
偵
を
殺
行
せ
し
め
、
立
(
手
取
を
以

τ政
府
貸
上
金
を

返
越
せ
し
め
た
の

t
め
る
ο

之
は
政
府
貸
上
金
三
五
ふ
銀
行
所
布
公
偵
を
間
接
に
↓
公
開
市
場
に
斑
却

L
た
の
に
外

な
ら
な
か
っ
た
の
で
ゐ
っ
て
、
英
耐
銀
行
の
場
合
ご
同
じ
で
あ
る
。
然
も
此
場
合
に
は
事
怖
が
特
殊
で
あ
っ
た
活

に
直
接
仁
信
用
量
仁
大
な
る
効
果
を
及
ぼ
す
捕
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
北
(
品
情
仰
山
町
西
銀
行
の
改
革
行
は
る
、
ゃ
此

良
重
な
経
験
は
勿
論
曾
貫
古
れ
て
指
附
仁
於
ー
も
会
閉
山
場
取
引
合
行
ひ
得
る
事
ご
な
っ
た
。
然
し
そ

ω目
的
は

や
は

b
所
調
政
府
諮
品
分
に
外
な
ら
な
か
っ
た
c

帥
一
九
二
八
年
六
月
二
十
三
日
付
岡
防
訟
券
管
理
及
岡
偵
償
滋
凋

立
金
庫
Z
仰
蘭
両
銀
行
ピ
の
聞
に
締
結
刊

ιれ
た
契
約
の
第
二
候
及
第
三
燥
に
よ
れ
ば
備
胸
商
銀
行
は
調
侭
貸
付

設

戸包

所
制
公
州
市
場
恥
引
に
就
い
て

第
二
十
九
佐

λ
λ
七

第
六
抗

;JL 
;J， 
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説

施

。。

所
調
ハ
皆
同
市
場
取
引
に
就
い
て

第
二
十
九
巷

入
八
八

第
，勺
腕

の
須
の
闘
庫
謹
券

ω代
り
に
綱
立
金
庫
よ
り
受
取
り
た
る
無
利
子
謹
券
を
市
場
に
寅
却
す
る
権
利
を
典
へ
ら
れ
た

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

之
じ
謝
し
て
米
闘
で
は
所
説
公
凶
市
場
取
引
り
目
的
己
な
る
は
政
府
諸
島
付
の
み
で
あ
っ
て
引
受
手
形
は
買
入
れ

ら
れ
た
る
時
は
揃
期
日
迄
保
持
さ
れ
て
員
h
出
き
る
、
事
な
〈
、
民
入
も
亦
、
受
働
的
に
早
出
色
れ
た
ゐ
も
の
は

「
叫
脚
色
」
の
も
の
を
除
3
凡
て
民
入
品
、
の
で
ゐ
る
が
、
銀
行
側
よ
り
比
四
施
的
仁
出
動
し
て
貿
入
る
、
が
如
、
吉
事
は

戸炉、。

で
し各

闘
の
事
情
も
亦
か
〈
の
如
〈
で
あ
る
。
依
に
若
し
商
業
手
形
を
R

公
開
市
場
取
引
に
使
用
せ
ん
ご
す
る
な
ら
ば

術
そ
の
以
前
に
幾
多
の
障
害
の
撤
去
す
べ
き
も
の
ゐ
る
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ー
ー
ご
杢
一
丸
、

九
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